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■支給までの流れ

　 利用者は、介護支援専門員（ケアマネジャー）に相談し、特定福祉用具販売事業所などを交えて、福祉
用具の必要性や品目などの検討をします。

▶ケアマネジャーは、在宅生活を送るために福祉用具の購入が必要である場合は、その理由をケアプランに
記載します。
▶特定福祉用具販売事業所に配置されている「福祉用具専門相談員」（※）は、福祉用具の機能、使用方法、
購入費などを説明します。

　（※）福祉用具専門相談員は、福祉用具の選び方や使用方法のアドバイスを行う福祉用具の専門家です。
　　　 福祉用具によっては設置に立ちあい、使い方を教えてくれます。

　 利用者は特定福祉用具販売事業所から福祉用具を購入し、全額を支払って、領収書を受け取ります。

　 購入費支給申請書に、領収書や福祉用具の概要を記載したパンフレットなどを添えて、市に提出します。

　 市は申請書一式を審査後、支給決定を行い、利用者に福祉用具購入費を支払います。

　福祉用具を上手に使うことで、「自宅で入浴ができる」「トイレにスムーズに行ける」
など、自分でできることが増え、自立した生活を実現することができます。
　一方で、不適切な機器（用具）を使用すると逆に身体機能が低下する場合があり
ます。福祉用具を購入する場合には、自らの判断で安易に使用せず、ケアマネジャー
や福祉用具専門相談員に相談しましょう。

■支給対象者

　介護保険の要支援または要介護の認定を受け
ている人
＊「事業対象者」として、通所サービス・訪問サー

ビスのみ利用している人は、介護保険サービ
スによる福祉用具購入費の支給はできませ
ん。希望する場合は、要介護認定が必要です。

■支給方法

　利用者が購入金額の全額を支払い、その後申請をして介護保険給付分（７割～９割）の支給を受けるとい
う「償還払い」を原則としています。
　ただし、支給基準限度額を毎年４月から翌年３月までの１年間に福祉用具購入にかかった費用の 10 万円
までとし、購入金額の 10 万円を超えた部分は全額利用者負担になります。

（例）【利用者負担１割の人が、合計 12 万円の福祉用具を購入した場合】
　支給基準限度額は 10万円であるため、10万円の９割（９万円）を支給します。
　10万円を超える部分の２万円と 10万円の１割部分の１万円の合計３万円が利用者負
担額となります。

「住環境を整える介護保険サービス」
在宅生活を支えるために

■福祉用具購入費支給の目的

　介護保険による福
祉用具購入費の支給
は、利用者が自宅で
安心した生活を送る
ことや介護者の負担
軽減を図ることなど
を目的としています。
　市が利用者の日常

生活の自立を助けるために必要であると認
めた場合に限り支給されます。

■支給対象となる福祉用具

　福祉用具購入費の支給対象となる種目は、衛生上の観点か
ら、貸与（レンタル）になじまない入浴や排せつなどに用い
るもので、以下の①～⑤となります。

①腰掛便座（便座の底上げ部材を含む）
②特殊尿器（自動排せつ処理装置の交換部品）
③入浴補助用具（入浴用いす、浴槽用手すり、 浴槽内いすなど）
④簡易浴槽
⑤移動用リフトのつり具の部分

＊広島県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入した
場合のみ対象となります。

＊同一年度で１種目１回に限ら
れています。ただし、破損や
介護の必要性が高くなったな
ど、特別な事情があり、市
が必要と認めるときは、同
一種目について再び支給さ
れます。
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住民告知端末を設置しましょう!!
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